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　ベクレル、 シーベルトといった単位を、 しばしば目にする機会があると
思います。 ベクレルとは放射能の強さを表しており、 1 秒間あたりに原
子核が変化する量に相当します。 原子核が変化する際に 1 本の放射
線を放出するならば、 100 ベクレルは 1 秒間に 100 本の放射線が出て
いることになります。
　シーベルトとは、 人が放射線を受けたときの影響の度合いを表してい
ます。自然にも放射線はあるので、日本人は1年間に平均で0.0021シー
ベルト、 すなわち 2.1 ミリシーベルトを受けています。 放射線の影響に
ついては多くの研究実績から、 直ぐに出る症状はおよそ 500 ミリシーベ
ルトを超えた位から発症し、 長期間たってから病気が発生する可能性
については 100 ミリシーベルトを超えた位から増え始めることが分かっています。
　わが国では食品の放射性セシウムに対する厳しい規制が行われています。 一日に
200 ベクレルを毎日食べたり飲んだりしたとしても、 1 年間で 1 ミリシーベルトを超えま
せん。 これならば、 100 年間の寿命を仮定しても、 生涯では 100 ミリシーベルトを超え
ないようにできます。 具体的には、 飲料水では 1 キログラムあたり 10 ベクレル未満、
同じく一般食品では 100 ベクレル未満で規制しています。 実際に私たちが食べている
食品などは、 これらの規制値よりも十分に低い値で、 検出できる限界 （１キログラム
あたり約 0.2 ～ 0.4 ベクレル） 程度かそれ未満であることを研究所の分析結果からも確
認しています。





原子炉施設の状況（令和2年9月～令和２年11月）

(１)施設の作業状況
・電源設備、圧縮空気供給設備、使用済燃料貯蔵設備、建家換気空調設備、廃棄物処理

設備、予熱窒素ガス系設備等の定期的な点検作業を行いました。 また、令和2年度の
第1回定期事業者検査（廃棄物処理設備等）を令和２年11月25日に受検しました。

・高経年化対策として、燃料取扱設備システムの一部更新作業に向けた設計・製作を行
いました。（現地工事は来年1～2月）

(２) その他
・平成29年3月30日に行った「常陽」の新規制基準に係る適合性の審査の申請につい
て、妥当性の審査が継続されています。原子炉施設における火災に対して基本的な防
護方針や防護対象機器等について審査を続けており、防護対象機器等が確定した後、
具体的な火災の発生防止、感知・消火、影響軽減について説明していく予定です。ま
た、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故（過酷な条件を想定した事故）
の安全確保方法・評価他についての説明にも着手しました。引き続き、これらの審査
対応を着実に進めていきます。

定期事業者検査中（R2.4.1～）

(１)施設の作業状況
・非常用発電機、圧縮空気設備、換気空調設備、プール水冷却浄化設備、出力制御装置、
安全弁等の定期的な点検作業を実施しました。
・核燃料物質の取扱設備、核燃料物質の貯蔵設備、気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物
の廃棄設備、換気空調設備、圧縮空気設備、計測制御系統施設等に係る定期事業者検査
を実施し、設備が試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に適合してい
ることを確認しました。
(２) その他
・令和２年６月３日に原子炉設置変更許可を取得後、令和２年１０月２６日に設工認
（第１回申請）の認可、令和２年９月９日に設工認（第２回申請）の認可、令和２年１
０月１９日に設工認（第３回申請）の認可をそれぞれ取得し、取得した設工認に係る使
用前確認申請を令和２年１１月１３日に実施いたしました。今後は、火災対策等の安全
対策工事を順次実施し、必要な検査を行うとともに、残りの審査対応を進め（設工認
（第４回申請）及び保安規定）、運転再開を目指します。

定期事業者検査中（R2.4.1～）

(１)施設の作業状況
・保全計画等に基づく施設維持及び保守管理を継続して実施しています。

(２) その他
・令和元年9月18日に行ったJMTRの廃止措置計画認可申請について、公開の審査会合

（4回）や審査ヒアリング（20回）により審査が行われています。引き続き、早期の
認可を目指して、審査対応を進めていきます。

定期事業者検査中（R2.4.1～）


